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小規模保育事業 くじら保育園神戸六甲園 重要事項説明書 

 保育の提供の開始に当たり、当事業所があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

１ 事業所等の概要 

・事業所の種別         小規模保育事業A型 

・運営法人の名称        明海興産株式会社 

・事業所の名称         小規模保育事業 くじら保育園神戸六甲園 

・事業所の所在地        神戸市灘区神ノ木通3-6-28 グランサイト六甲2階 

・事業所の電話番号、ＦＡＸ番号 078-855-7230（FAXも同じ） 

・電子メール          kobe_rokko@kujira-kids.jp

・事業所の責任者        管理者 溝渕 久美子 

・認可日            平成２８年４月1日 

・確認日            平成２８年４月1日 

２ 保育等の内容、事業所の詳細 

・事業所の開所時間     ７時３０分～19時００分 

・事業所の利用定員     １９人 

・運営の方針 

「一人一人の個性を育み、豊かな人間性を持った子どもを育成する。」 

・家庭的な雰囲気を大切にし、一人ひとりがのびのび笑顔で過ごせる施設環境を作る。 

・「安心・安全」を第一に考え、まごころを込めた保育を実施する。 

・月齢・年齢だけではなく、一人一人の発達状況に応じた保育を実施する。 

・保育の内容 

  保育所保育指針に基づき、支給認定を受けた保護者に係る児童に対し、当該支給認定に

おける保育必要量の範囲内において特定地域型保育を提供します。 

・延長保育の内容    

  支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に

係る児童に対し保育の必要な範囲内において延長保育を提供します。 

延長保育については、電車の遅延や道路の渋滞等、理由に関わらず各認定の保育時間の

範囲外は延長保育として扱い、通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります。 

・食事の提供 

食事は事業所内の調理室で調理を行い、提供します。 

昼食及び午後のおやつを提供します。 

・その他保育に係る行事等 

   別紙、年間スケジュールをご参照ください。   
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・保育を提供する日 

月曜日から土曜日まで。ただし、年末年始（12/29-1/3）、国民の祝日に関する

法律に規定する休日を除く。 

・保育を提供する時間 

    保育標準時間認定 

  7 時 30 分から 18時 30 分の範囲内で、家庭において必要な保育を受けるこ

とが困難である時間 

    保育短時間認定 

  8 時 30 分から 16時 30 分の範囲内で、家庭において必要な保育を受けるこ

とが困難である時間 

・専有面積、屋外遊戯場面積等 

専有面積  面積 98.5 ㎡ 

建  物  乳児室・ほふく室  1 室 21.44㎡ 

保育室・遊戯室   1 室 33.97㎡ 

その他の設備 調理設備、医務コーナー、事務室 

  屋外遊戯場  都賀川公園を利用 

３ 職員の体制 

・職種別の職員の数（資格保有者の数） 

  管理者    常 勤 １人（保育士資格） 

主任保育士  常 勤 １人（保育士資格） 

保育士    常 勤 ３人（保育士資格３人） 

     非常勤 ２人以上（常勤換算人数）（全員保育士資格） 

調理員    常 勤 １人（栄養士１人）、 

非常勤 １人（調理師免許1人）  

・職員の勤務形態、労働時間 

  正規職員の勤務時間帯 

① 7:30～16:30、②8:00～17:00、③9：00～18：00 ④10：00～19：00 

４ 連携施設等 

・施設名及び事業の種類 

  ゆりか認定こども園（種類：幼保連携型認定こども園） 

・施設の所在地 

  神戸市灘区神ノ木通２-２-９ 

・連携内容 

  ①保育に関する相談・助言 

  ②合同保育 

  ③代替保育の提供 

  ④当園卒園後の受け入れ枠の提供 
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５ 利用料等

・利用者負担額 

  支給認定を行った市町村が定める利用者負担額の徴収を行います。 

  （神戸市在住者は別紙参照） 

・延長保育料 

  別表参照 

・その他費用 

  別表参照 

・支払方法 

  郵便局払込み（毎月末日までに当月分を振込）専用用紙を毎月お渡し致します。 

６ 契約の解除 

下記の場合、保育の提供を終了し、退所させるものとします。 

 ・満３歳を迎える年度を終了したとき 

 ・支給認定保護者が退所を申し出たとき 

 ・保育認定こどもに該当しなくなったとき 

 ・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

７ 健康診断の実施 

・内科健診 

  年２回（5月と11月）実施します。 

・歯科健診 

  年１回（6月） 

・身体測定 

  毎月月初に身長・体重の測定を行います。結果については連絡帳に記載しお知らせいた

します。 

８ 要望・苦情・相談の受付 

・相談窓口 

担当者  正規保育士 新井 美香、平野 桃子 

責任者  管理者 溝渕 久美子 

連絡先等 電話 078-855-7230 

・第三者委員 

   担当者 民生委員 高田 啓三 
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９ 利用者に対しての保険 

 保険名称  施設所有（管理者）賠償責任保険、生産物賠償責任保険（三井住友海上） 

    【保険の内容（保険金等）】 

     身体障害 １事故   １０億円 

          １人     １億円 

     財物損害 １事故   １千万円 

１０ 非常災害時の対策 

避難訓練及び消火訓練   月１回実施 

災害時の避難場所      灘小学校 

１１ 守秘義務及び個人情報の取扱に関する事項 

   市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必

要な範囲に限って利用します。 

12 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。

宗教活動、政治活動、

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対す

る宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮くださ

い。 

写真・動画データの

取り扱い 

・行事等で保護者様が撮影された写真・動画につい

て、プライバシー保護の観点から、SNS やインター

ネット上へ公開することはお控えください。 

・無断で公開された場合は、削除または訂正いただき

ますのでご協力ください。 

  西暦      年  月  日 

（説明者） 

小規模保育事業A型 くじら保育園神戸六甲園 

管理者 溝渕 久美子 

（説明を受けた保護者） 

住  所                     

氏  名                    印 

児童との続柄                

児童氏名           
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別表 

１ 利用者負担以外の徴収金について 

項目 内容，負担を求める理由及び目的 金額 

入園時・進級時に係る 

費用 

連絡帳や出席簿など日々の保育に必要と

なる備品や事故に備えた保険料等 

別紙の通り

レンタル布団代 お昼寝用布団のレンタルを希望する場合

（月額実費徴収） 

別紙の通り

※他費用についても別紙の通り。 

２ 延長保育に係る利用者負担 

【標準認定】 

18：31～19：00 

⇒月額利用：2,500 円 

⇒突発利用： 250円 

【短時間認定】 

前利用7：30～8：29及び後利用16：31～18：30 

⇒標準認定時利用者負担との差額 

（当月中であれば、前利用・後利用及び回数を問わず、月額料金として頂きます） 

 ※18：31以降の利用については、標準認定と同様の利用者負担を頂きます。 
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別紙 令和 2年度（2020年度）神戸六甲園 

実費に係る利用者負担金 

項目 徴収額（税込） 発生頻度 

帽子（0歳児希望者、1・2歳児統一購入） 800円 入園時のみ 

出席簿 330円 年1回 

出席簿用シール 250円 年1回 

連絡帳 170円 年に数回 

雑費袋 70円 年1回 

災害共済掛金 270円 年1回 

レンタル布団代 1,760円 毎月1回 

写真代 １枚 30円程度を想定 年に数回 

希望者のみ 

園外保育等に係る費用 （交通費等） 実費 〇〇〇 

※販売店の価格変更に伴い、徴収額も変更となる場合があります。 

※その他、行事に係る費用等については、事前に保護者に説明・同意の上、徴収するものと

します。 


